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会長 菅野 和夫 殿

別紙「労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素

中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案要綱」につ

いて、貴会の意見を求める。
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厚生労働大臣 舛添 要一



労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
及
び
炭
鉱
災
害
に
よ
る
一
酸
化
炭
素
中
毒
症
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

一

通
勤
災
害
保
護
制
度
の
見
直
し

逸
脱
又
は
中
断
の
間
を
除
き
、
通
勤
災
害
保
護
制
度
の
対
象
と
す
る
日
常
生
活
上
必
要
な
行
為
と
し
て
、
要
介
護
状
態

に
あ
る
配
偶
者
、
子
、
父
母
、
配
偶
者
の
父
母
並
び
に
同
居
し
、
か
つ
、
扶
養
し
て
い
る
孫
、
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉
妹
の

介
護
（
継
続
的
に
又
は
反
復
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
加
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

介
護
補
償
給
付
及
び
介
護
給
付
の
限
度
額
等
の
引
上
げ

常
時
介
護
に
係
る
介
護
補
償
給
付
及
び
介
護
給
付
に
つ
い
て
、
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
し
た
費
用
が
そ
の

（一）
額
を
超
え
る
と
き
に
支
給
す
る
額
を
、
月
額
十
万
四
千
九
百
六
十
円
（
現
行
十
万
四
千
五
百
九
十
円
）
に
、
介
護
に
要

す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
な
い
場
合
等
で
あ
っ
て
、
親
族
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
に
よ
る
介
護
を
受

け
た
日
が
あ
る
と
き
に
支
給
す
る
額
を
、
月
額
五
万
六
千
九
百
三
十
円
（
現
行
五
万
六
千
七
百
十
円
）
に
改
め
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

別
紙



随
時
介
護
に
係
る
介
護
補
償
給
付
及
び
介
護
給
付
に
つ
い
て
、
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
し
た
費
用
が
そ
の

（二）
額
を
超
え
る
と
き
に
支
給
す
る
限
度
額
を
、
月
額
五
万
二
千
四
百
八
十
円
（
現
行
五
万
二
千
三
百
円
）
に
、
介
護
に
要

す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
な
い
場
合
等
で
あ
っ
て
、
親
族
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
に
よ
る
介
護
を
受

け
た
日
が
あ
る
と
き
に
支
給
す
る
額
を
、
月
額
二
万
八
千
四
百
七
十
円
（
現
行
二
万
八
千
三
百
六
十
円
）
に
改
め
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

三

二
次
健
康
診
断
等
給
付
に
係
る
検
査
項
目
の
見
直
し

一
次
健
康
診
断
に
お
い
て
血
圧
検
査
、
血
液
検
査
そ
の
他
業
務
上
の
事
由
に
よ
る
脳
血
管
疾
患
及
び
心
臓
疾
患
の
発

（一）
生
に
か
か
わ
る
身
体
の
状
態
に
関
す
る
検
査
の
い
ず
れ
の
項
目
に
も
異
常
の
所
見
が
あ
る
と
診
断
さ
れ
た
労
働
者
に
対

し
て
は
二
次
健
康
診
断
等
給
付
を
行
う
こ
と
と
な
る
と
こ
ろ
、
当
該
一
次
健
康
診
断
に
お
け
る
検
査
項
目
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ

血
清
総
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
の
量
の
検
査
に
代
え
て
、
低
比
重
リ
ポ
蛋
白
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
（
Ｌ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ

た
ん

ー
ル
）
の
量
の
検
査
を
定
め
る
こ
と
。



ロ

Ｂ
Ｍ
Ｉ
の
測
定
を
腹
囲
の
検
査
又
は
Ｂ
Ｍ
Ｉ
の
測
定
に
改
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
次
健
康
診
断
と
し
て
行
う
脳
血
管
及
び
心
臓
の
状
態
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
検
査
項
目
に
つ
い
て
、
空
腹
時

（二）
の
血
清
総
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
の
量
の
検
査
に
代
え
て
、
空
腹
時
の
低
比
重
リ
ポ
蛋
白
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
（
Ｌ
Ｄ
Ｌ
コ
レ

た
ん

ス
テ
ロ
ー
ル
）
の
量
の
検
査
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

四

職
場
意
識
改
善
助
成
金
の
創
設

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
第
二
十
九
条
の
社
会
復
帰
促
進
等
事
業
と
し
て
、
職
場
意
識
改
善
助
成
金
を
創
設
し
、
次
の

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
中
小
事
業
主
（
そ
の
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
三
億
円
（
小
売
業
又
は
サ
ー
ビ
ス
業
を
主

た
る
事
業
と
す
る
事
業
主
に
つ
い
て
は
五
千
万
円
、
卸
売
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業
主
に
つ
い
て
は
一
億
円
）
以
下

で
あ
る
事
業
主
及
び
そ
の
常
時
使
用
す
る
労
働
者
の
数
が
三
百
人
（
小
売
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業
主
に
つ
い
て
は

五
十
人
、
卸
売
業
又
は
サ
ー
ビ
ス
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業
主
に
つ
い
て
は
百
人
）
以
下
で
あ
る
事
業
主
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
対
し
て
、
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
中
小
事
業
主
で
あ
る
と
都
道
府
県
労
働
局
長
が
認
定
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(一)
イ

労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善
に
向
け
た
職
場
に
お
け
る
意
識
の
改
善
（
以
下
「
職
場
意
識
改
善
」
と
い
う
。
）
に



積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
。

ロ

職
場
意
識
改
善
に
係
る

に
掲
げ
る
実
施
体
制
の
整
備
の
た
め
の
措
置
、

に
掲
げ
る
職
場
意
識
改
善
の
た
め
の

(１)

(２)

措
置
及
び

に
掲
げ
る
労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善
の
た
め
の
措
置
を
記
載
し
た
計
画
を
作
成
し
、
当
該
計
画
を
都

(３)

道
府
県
労
働
局
長
に
届
け
出
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
労
働
時
間
等
設
定
改
善
委
員

(１)
会
の
設
置
等
労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善
を
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
並
び
に
そ
の
雇
用

す
る
労
働
者
か
ら
の
労
働
時
間
等
に
関
す
る
個
々
の
苦
情
、
意
見
及
び
要
望
を
受
け
付
け
る
た
め
の
担
当
者
の
選

任
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
へ
の
当
該
計
画
の
周
知
及
び
職
場
意
識
改
善
の
た
め
の
研
修
の
実
施

(２)

労
働
基
準
法
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
の
促
進
の
た
め
の
措
置
、
所
定
外
労
働
の
削

(３)
減
の
た
め
の
措
置
及
び
労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善
の
た
め
の
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
措
置

労
働
者
の
多
様
な
事
情
及
び
業
務
の
態
様
に
応
じ
た
労
働
時
間
の
設
定

（ⅰ)

子
の
養
育
又
は
家
族
の
介
護
を
行
う
労
働
者
そ
の
他
の
特
に
配
慮
を
必
要
と
す
る
労
働
者
に
対
す
る
休
暇
の

（ⅱ）



付
与
そ
の
他
の
必
要
な
措
置

在
宅
勤
務
そ
の
他
の
多
様
な
就
労
を
可
能
と
す
る
措
置

(ⅲ)の
ロ
に
規
定
す
る
計
画
に
基
づ
く
措
置
を
効
果
的
に
実
施
し
た
と
認
め
ら
れ
る
中
小
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

(二)

(一)
及
び

に
規
定
す
る
措
置
の
実
施
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
整
備
し
て
い
る
中
小
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

(三)

(一)

(二)

第
二

炭
鉱
災
害
に
よ
る
一
酸
化
炭
素
中
毒
症
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

炭
鉱
災
害
に
よ
る
一
酸
化
炭
素
中
毒
症
に
つ
い
て
労
災
保
険
の
療
養
補
償
給
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
常
時
介
護

を
必
要
と
す
る
も
の
に
支
給
す
る
介
護
料
の
額
を
、
介
護
の
程
度
に
応
じ
て
月
額
五
万
六
千
九
百
三
十
円
、
四
万
二
千
七

百
円
又
は
二
万
八
千
四
百
七
十
円
（
現
行
五
万
六
千
七
百
十
円
、
四
万
二
千
五
百
三
十
円
又
は
二
万
八
千
三
百
六
十
円
）

に
、
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
し
た
費
用
が
こ
れ
を
超
え
る
と
き
に
支
給
す
る
限
度
額
を
、
介
護
の
程
度
に
応
じ

て
月
額
十
万
四
千
九
百
六
十
円
、
七
万
八
千
七
百
二
十
円
又
は
五
万
二
千
四
百
八
十
円
（
現
行
十
万
四
千
五
百
九
十
円
、

七
万
八
千
四
百
四
十
円
又
は
五
万
二
千
三
百
円
）
に
改
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

施
行
期
日
等

一

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



二

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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